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1.は じめに

本研究は、鹿児島県伊佐市における社会教育行

政のなかでも社会教育主事資格を持つ職員の実践と、

その実践から得られる力量がどのように形成され

たのかについての分析をすることで、鹿児島県に

おける社会教育主事の専門性について明らかにす

るための基礎研究に位置づけることを目的とする。

特に、本研究では、研究対象として伊佐市にお

ける 「ふるさと学寮」を選定した。その理由は2

つある。1つ 目に、伊佐市社会教育行政が 「ふる

さと学寮」を中心的な施策として位置づけており、

地域と学校と家庭が連携して行う伊佐市全域を巻

き込む社会教育実践だからである。2つ 目に、「ふ

るさと学寮」が公民館を中心として学校と家庭に

密に連携を取るため、社会教育主事として多角的

ネットワークの構築が求められる、いわゆる社会

教育主事の専門性が求められる実践といえるから

である。

2.学 校 ・家庭 ・地域社会の連携 ・協働を目指し

た社会教育の動向

平成20年2月 に取 りまとめられた中央教育審

議会 「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策

について一知の循環型社会の構築を目指 して一(答

申)」では、学校と地域社会と家庭支援の連携の

重要性を指摘している。

新たに、教育基本法第13条 のなかで、子ども

の健全育成をはじめとする教育の目的を実現する

上で大きな役割を担っている学校 ・家庭 ・地域住

民等が、相互に連携 ・協力に努めることが規定さ

れた。したがって、学校 ・家庭 ・地域社会の連携

を進めるために社会教育行政の任務を明確に位置

付けることが必要である。

その理由は、社会教育領域が学校 ・家庭 ・地域

社会の連携の促進のための内容や方法について多

様なアプローチを行うことができ、さらに弾力的

で柔軟な手法を取ることにより、積極的な役割を

果たすことができるからである。

特に、子ども ・若者に関する社会教育活動にお

いては、家庭教育支援の重要性が指摘されること

となった。

家庭教育支援については、家庭の教育力の低下

が指摘されるなか、情報や学習の機会の提供の重

要性が高まっており、家庭教育支援をより充実さ

せることが求められている。このことから、家庭

教育支援を社会教育行政の重要な任務としてより

明確にすることが必要不可欠である。また、教育

基本法第10条 第2項 に、国及び地方公共団体に

よる家庭教育の支援の手段として保護者に対する

学習の機会の提供とともに情報の提供が規定され

ていることから、家庭教育に関する情報の提供を

社会教育行政の任務として明確に位置付け、市町

村による取組の推進を図ることが必要である。

上記のように、学校支援としての社会教育の重

要性、さらに家庭教育の支援の手段としての社会

教育の重要性を見据えた社会教育行政の積極的な

地域実践の取り組みが重要である。

つづいて、平成23年6月 に発足した第6期 中

央教育審議会生涯学習分科会では、「生涯学習社

会の構築」を目指して、①個人の自治るに向けた

学習、②絆づくり ・地域づくりに向けた体制づく

りが目指されるようになった。近年の社会教育の



成果として、以下の3つ が挙げられる。①学校教

育との連携 ・協働による地域コミュニティの形成、

②家庭教育における学習機会の提供と地域人材の

育成、③生涯学習社会の構築に向けた寄与である。

特に、学校教育と地域社会との連携 ・協働として

コミュニティ・スクール等が作られ、また、地域

コーディネーターや学校支援ボランティアが中心

となり学校支援として活動に参画するなど、学校 ・

地域間関係の再編を目指した意識の高まりが見え

ることとなった1。

しかし、社会教育が抱える課題として、地域コ

ミュニティの変質、多様な主体による社会教育事

業の展開、社会教育主事減少による社会教育の専

門的職員の役割の変化への対応の不十分さが指摘

され、社会教育行政の再構築が求められている。

この状況において、鹿児島県のいくつかの市町

村で展開している公民館を中心とした学校 ・家庭 ・

地域社会の連携事業である 「ふるさと学寮」の実

践は、これまでの学校地域連携と同時に家庭教育

支援まで包括し、さらに市町村レベルの社会教育

主事職員が地域コーディネーターの役割を担いつつ、

地域住民の積極的な参画を促す実践は、公民館を

「教育 ・学習活動の施設(機 関)」として再構築す

ることのできる注目すべき活動であると言える2。

そこで、社会教育主事資格を有する社会教育職

員が 「ふるさと学寮」を担当している伊佐市の実

践に着目し、「ふるさと学寮」の活動内容と、そ

れに関わる社会教育主事職員の実践のふり返りを

分析することで、社会教育主事職員の力量形成の

実態を明らかにする。

3.鹿 児島県の社会教育主事職員の現状

鹿児島県内の市町村教育委員会事務局における

社会教育関係職員数は、正規職員が550名 、非常

勤職員が408名 となっている。このうち、社会教

育主事資格所有者は124名 である。しかし、実際

に発令している自治体は、日置市、枕崎市、指宿市、

霧島市、西之表市、屋久島町、大和村の7市 町村

15名 となっており、未配置は36市 町村存在する3。

鹿児島県では、平成18年 度に派遣社会教育主

事制度を廃止するまで、県内市町村に教員を社会

教育主事として派遣し、市町村における社会教育 ・

社会体育事業の振興に貢献してきた。現在では

15市 町に58人 の社会教育主事資格を持つ教職員

を派遣しているが、鹿児島市が25名 、鹿屋市が

12名 と全体の6割 以上を占めてお り、多くが公

民館主事として活躍している4。

現在、発令していない市町村が多い理由につい

ては、派遣社会教育主事制度が採られていた際に、

派遣された教職員を社会教育主事として配置する

場合が多く、市町村に所属する職員への発令はあ

まり行われていなかったことが挙げられる。その

ため、派遣制度廃止以降も市町村所属職員に対し

て主事を発令する仕組みができておらず、主事資

格所有者への未発令が多くなっていると考えられる。

鹿児島県教育委員会では、社会教育主事が 「多

様化 ・高度化した住民の学習ニーズや学習活動全

般に対する企画調整、地域における社会教育活動

の実践 ・指導など、地域住民と行政をつなぐパイ

プ役としての重要な役割を担っている5」 として、

社会教育主事配置に向けて社会教育主事講習の受

講を呼び掛けている。しかし、年間の受講者は数

名程度にとどまっており、受講者の多くが教職員で、

市町村職員の受講者が少ないことが課題である。

社会教育主事の養成については、県内19市 の

社会教育 ・生涯学習主管課の課長が集まって開催

される会議においても議題に挙がっており、社会

教育主事の養成は必要であると認識しているものの、

社会教育主事養成にかかる研修費用の確保が難し

いことが社会教育主事の配置を困難にしていると

みられている。6

このように、鹿児島県では、①派遣制度によっ

て確保されていた社会教育主事が制度廃止によっ

て配置できなくなってしまったこと、②主事資格

所有者に対して発令する仕組みが未構築であること、

③新たな社会教育主事養成のための予算確保が難

しいこと、の3点 から社会教育主事がその専門性

を継続的に発揮できる状況にあるとは言いづ らい

現状があることがわかる。

鹿児島県の教育方針としては、平成26年2月

に 「鹿児島県教育振興基本計画」を策定し、平成

26年 度から30年 度までの第2期 計画が進んでいる。

基本目標として 「あしたをひらく心豊かでたくま

しい人づくり」を掲げており、「学校応援団」な



ど地域社会による学校支援のための組織が設置され、

くわえて家庭教育相談員の養成も進められ、市町

村単位での 「地域の中の学校づくり」の体制を整

備しようとしている。

表1地 域が学校を支援するための体制づくりの

現状7

4.鹿 児島県伊佐市の社会教育行政の活動内容

鹿児島県伊佐市は県本土最北端に位置する市で、

旧大口市と旧菱刈町が平成20年 に合併して誕生

した。人口は28,316人 で、高齢化率が県内の市

では最も高く、約36%を 占めている。8

伊佐市における社会教育活動は、教育委員会社

会教育課、文化スポーツ課、市立図書館を中心に

行っている。体育 ・文化事業は文化スポーツ課、

図書事業は市立図書館、その他の社会教育事業は

社会教育課が担当している。社会教育課の業務内

容は、青少年育成 ・青少年補導事業、成人学習の

支援、視聴覚教育事業、人権同和教育事業、文化

財事業、郷土資料館事業など多岐にわたっているが、

ここでは主な社会教育活動を紹介する。

伊佐市で最も特徴的なことは、市の社会教育課

の臨時職員として、校区コミュニティ協議会ごと

に社会教育推進員を配置していることである。こ

の社会教育推進員が各小学校区において、青少年

の体験活動や女性学級、高齢者学級、公民館講座

などを企画、運営している。

青少年体験活動では、学校にチラシの配布と参

加の呼びかけを依頼し、創作活動、稲作、マスの

つかみ取り、竹筒を使ったそうめん流し、釣り、

一日研修、餅つき、そば打ち、ニュースポーツな

ど多様 な 体験 活 動 を毎 月第3土 曜 日の 「青少 年 育

成 の 日」 を中心 に行 って い る。青 少年 体 験活 動 の

指 導者 は地域 住 民で あ り、 ふ るさ と学 寮 と同様 に、

地 域が 一体 とな って 取 り組 んで いる事 業 であ る。

青 少年 事業 につ いて は 、宇宙 少 年 団活 動 も実 施

して い る。伊 佐 市 は星 空 日本 一 にな る ほ ど星 が 綺

麗 に見 える街 で あ る こ とか ら、市 内 小学 生 を対 象

に 日本 宇 宙 少年 団 「伊 佐 フ ォー マ ル ハ ウ ト分 団 」

を組 織 して いる。指 導者 は星空写真家 がボ ランティ

アで行 って お り、天 体 観測 や科 学 実験 を月 に1回

行 って い る。

また、 伊佐 市 は ジ ュニ ア ・リー ダ ー活 動 、青 年

団活動 も盛 んな 地域 で あ る。 ジ ュニ ア ・リー ダ ー

につ いては 、平成11年 発足 した 「レイ ンボーキ ッ

ズ いさ」 が24時 間テ レビチ ャ リテ ィー募 金活 動 、

農 業体 験 、 園児 へ の読 み 聞かせ 活 動 、市 の事 業 に

お けるボ ランテ ィア活 動 、清掃 活 動 な どの体 験活

動や 県や九州 地区で実 施 され る研 修会 を通 して ジュ

ニ ア ・リー ダー と して の資 質 を高 め て いる。 中学

生以 上 を リー ダー と位 置づ け、毎 月1回 以上 リー

ダー会 を開 いて 、今 後 の活 動 計画 につ いてpk論 し

て いる。 こう した活 動 に対 して支 援や 助 言 を行 う

のが実 行 委員 で あ り、 実行 委員 はボ ラ ンテ ィア で

組 織 され て い る。実 行 委員 の 中 には 、青 年 団員 も

含 まれてお り、ジ ュニア ・リーダー とシニア ・リー

ダー として の青 年 団 との連 携 が 図れ て いる。 伊 佐

市 青年 団は 、校 区夏 祭 りの企 画 ・運 営、 県青 年 大

会 への演劇 ・スポー ツ参加 、市 事業で のボ ランティ

ア活 動、他 団体 とのの交流活動 な どを積 極的 に行 っ

て い る。

人権 同和教 育 につ いて は、市 民 課 人権 啓発 ・市

民 相談 係 と連 携 して 、 積極 的 な人 権 同和 教育 の 充

実 に努 めて い る。毎 年 、8月1日 は 人権 同和 教 育

研 修会 を行 い、 講演 や ビデ オ を視 聴 して 、 人権 同

和 問題 についての理解 を深めて いる。 その他、行政、

学 校 、 団体 と協 議 を行 う三 者 学習 会 を実 施 して 意

見 交換 を行 って い る ほか 、市 内児 童 ・生 徒 に人権

標 語 の募 集 を行 い 、子 どもた ち に人権 につ いて考

え る機 会 を設 ける活 動 に も取 り組 ん で いる。 児 童

支 援加 配 の教 員 が 中心 とな って、 放課 後 に同和 地

区で暮 らす子 どもたちを集 めて補助学習 指導 も行 っ

て い る。



このよ うに、市 内の各地域 の特 性を踏 まえなが ら、

それ ぞれ の 地域 の 良 さ をさ らに引 き出 し、 地域 の

活 性 化 に繋 げ るた め に、地 域 住 民や 各種 団 体 を 中

心 に多様 な 活動 を行 って い るの が伊 佐市 の 特徴 で

あ る。そ こで 、社 会教 育行 政 は 、 こ う した 地域 活

動や 団体 活 動 がよ り主 体 的か つ積 極 的 に行 われ る

よ う に支 援 す る こ とが大 切で あ る と考 えて 、地 域

や 各 団体 の 間 に入 っ て意見 交 換や 連 携 を深 め るよ

うに努 めて い る。 そ の 中で も、最 も特徴 的 な活 動

が 「ふ るさ と学寮 」で あ る。

次 節 で は 、鹿 児 島県 にお け る 「ふ る さ と学寮 」

を概 観 した 後 、伊 佐市 の 「ふ る さ と学寮 」 に つ い

て述べ る。

5.鹿 児 島 県 にお け る 「ふ る さと学 寮」 の 実践 の

変遷

「ふ る さ と学 寮 」 とは 、 小 ・中学 生 が長 期 休 業

中な どでは な く、 授業 の あ る 日に家 庭 を離 れ 、身

近 にあ る青 少年 教 育施 設や 公 民館 等 の施 設 で 、1

週 間程度 、 異年 齢 集 団 によ る共 同で の宿 泊 生活 を

しな が ら学校 に通 学す る取組 で あ る。

鹿 児 島県 教育 委 員会 は 、平 成2年 度 か ら平成4

年度 までの3年 間 、県 の単 独 補助 事 業 として 「ふ

る さ と学 寮 」事 業 を行 い 、1市 町 村30万 円以 内

の事 業 費 に 対 して10万 円 の補 助 金 を交 付 し た。

平成2年 度 は12市 町 で 実施 され 、 補 助事 業 最 終

年度 の平 成4年 度 には34市 町村 に広 が っ た。 県

か らの補 助 が 無 くな っ た後 も、24市 町村 で 継 続

して実 施 され た。

平 成25年 度 は、12市 町(日 置 市 、 いち き 串木

野市 、 南 さつ ま市 、 阿 久 根 市 、 出水 市 、 伊佐 市 、

姶 良市 、湧 水 町、 鹿屋 市 、 曽於 市、 志布 志 市 、大

崎 町)で24事 業 が行 わ れ 、 小 ・中学 生588人 が

参 加 した9

伊 佐市 にお け る 「ふ るさ と学 寮」 は 、子 どもた

ち の社会 性 、協 調 性 、忍 耐 力、連 帯 感 な ど、 生 き

る 力 を育 む こと を 目的 と して 、 毎年6月 下 旬 に実

施 して い る。伊 佐 市 「ふ る さ と学寮 」 は、 旧菱 刈

町が 平成2年 度 に県 のモ デル 事 業 と して湯 之尾 小

学校 区 にお い て、 小 学 生21名 、 中学 生6名 が 参

加 して湯 之 尾老 人 福祉 セ ンター(現 在 の湯 之尾 集

会 施 設)を 拠点 に活動 した のが最 初 で あ る。平 成

15年 度 か らは 旧菱 刈 町 の4校 区公 民 館 と町 教 育

委 員会 が 中心 とな って 、小 学4年 生 か ら6年 生 を

対 象 に実施 した10。

市 町村 合 併 後 、 平 成25年 度 か ら大 口地 区 の 牛

尾 小学 校 区 、 山野小 学校 区 ・平 出水 小学校 区(合

同開催)、 羽 月西 小学 校 区 、平成26年 度 か ら羽 月

小 学校 区、 曽木 小学 校 区で も取 り組 まれ る よ うに

な り、現在で は市内14小 学校 区の うち11校 区(合

同開 催 を含 む)で 実 施 して い る。平 成27年 度 に

市 内全 校 区で実 施 され る ことを 目指 して いる。

主 に小 学4年 生か ら6年 生 まで を対象 に してお り、

10～20人 程度 の参加 者 が あ る。 小規 模校 のな か

には 、全 校児 童 で参 加 して い る校 区 も あ り、 小 学

1年 生 には6年 生が リー ダー シ ップ を発揮 して活

動 を支 援 して いる。

実 施 して い る11校 区 で は、 コ ミュニ テ ィ協 議

会 事務 局 が あ る校 区公 民館 等 の施 設 を利 用 して い

る校 区が 多 いが 、 自治 公民 館や 温 泉施 設 、野 外研

修 施設 を利用 して い る校 区 もあ る。実 施場所 には、

調 理場 、 男女 分 かれ て 宿泊 で き る部屋 、 学校 か ら

歩 いて 通学 で きる場 所 を選 んで実 施 して いる。

表2「 ふ る さと学寮 」 の1日

「ふ る さ と学 寮 」事 業 の企 画 ・運 営 は、 校 区 ご

と に組 織 され る実行 委 員会 を中心 に行 わ れ る。 実

行 委員 は、校 区コ ミュ ニテ ィ協 議 会 の役 員や 小 学

校 長、..会 長 、 自治会 長 、民 生委 員 、食 生活 改

善 推進 員 、保 育 園長 、子 ど も会 育 成会 長 、 スポ ー
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ツ少年団指導者、駐在所の警察官などか選ばれる。

図]調 理支援の様子

図2洗 濯支援の様子

6.「 ふ る さ と学 寮 」 で の社 会 教 育 主事 職 員 と地

域住 民 との 関係性

「ふ る さ と学 寮 」 で の社 会 教 育 主 事職 員 が どの

よ うに専 門性 を発揮 し力量 が 形成 されて い っ たの

か に つ い て 、2つ の 視 点 か ら検 討 す る 。① 平 成

26年6月 に行 った ア ンケ ー ト調査 、② 社 会 教 育

主 事職 員 が 、学 校 と家 庭 と公 民館 との連 携 にお い

て注意 した内容 を中心 と して実践 の省 察 で ある。

「ふ る さ と学 寮 」 事 業 を評 価 す る た め に、 平 成

26年 度 の参 加 者128名 に対 して ア ンケー ト調 査

を実 施 した 。表2は 、 「「ふ る さと学 寮」 に参 加 し

て楽 しか ったです か?」 とい う問 い、表3は 「「ふ

る さ と学 寮 」 は これか らの生 活 に役 立つ と思 い ま

す か?」 とい う問 い 、表5は 「ふ るさ と学 寮 に参

加 してわ か っ た こ と、で き るよ う にな った ことは

何 です か?」 とい う質問 に対す る回答 である。表3、

表4の 結 果 か ら、 「ふ る さ と学 寮 」 が参 加 者 の満

足 度 、 有 用性 が非 常 に高 い ことが わ か る 。 ま た、

表5か ら、 「友達 と協 力す る ことの大 切 さがわ か っ

た」、 「友 達 とさ らに仲 良 くな っ た」、 「進 ん でお 手

伝 いす る こ との大 切 さが わか っ た」 と回答 した割

合 が 高 く、 特 に協 調性 、 自主 性 を育 む の に高 い効

果 が ある と い うこ とが わか った 。

「ふ る さ と学 寮 」 と一 般 的 な宿 泊 体 験 研 修 と大

き く異 な る ことは 、 「日常 性 」 で あ る。 あ え て 学

校 の授 業 が あ る期 間 に実 施 し、 日常 生活 の 中で普

段 は保 護 者 に頼 って い る家 事や 身 の 回 りの こ とを

子 どもた ち 自身 でや っ てみ る ことで 、普段 の生活

の振 り返 りが で きる。 こう した生 活体験 を通 して 、



子 ど もた ちは 家事 の 大切 さや 大 変 さ を感 じ、 保護

者 へ の感 謝 の 気持 ち が芽 生 えて い る。 また、 保護

者 に とって も子 離 れ を体 験す る期 間 とな り、 家庭

教育 を見 直す 契機 となっ てい る。

伊 佐 市 「ふ る さ と学寮 」 の特 徴 は、 子 どもた ち

の活 動 支援 を行 って い るの が、 地域 住 民で ある と

い う点 で あ る。支 援 者 の 中に は、社 会 教育 団体 に

所 属 しな い地 域住 民 も多 く、1校 区50名 程度 が

調理 支援 、宿題 支援 、洗 濯支援 、 も らい風 呂支援 、

宿泊 支援 な ど にあた って い る。

ア ン ケー ト調 査 にお いて 、 「地 域 の 人 た ち と知

り合 い になった」 と回答 した割 合 が35.2%で あ り、

参加 者 の3人 に1人 は 「ふ る さ と学 寮 」で 初 めて

会 う地 域住 民 と交 流 を深 め た こ とがわ か る。 この

よ うに 、 「ふ る さ と学 寮 」 が子 どもた ち と地域 住

民 と のふれ あい の場 とな り、地 域住 民 の 問 に 「子

どもた ち を地 域全 体 で育 て て い く」 とい う意 識が

芽 生 え 、子 ど もた ち は地 域 住 民 に親 近 感 を感 じ、

地域 の教 育 力向 上 に繋 が って いる。

事 業 を展 開 して い く中で 、校 区 コ ミュニ テ ィ協

議会事 務 局が あ る社 会教 育施 設 には、① 地域住 民 、

② 学 校 教職 員 、③ 保 護者 、④ 行 政職 員 の 四者 が集

ま り、 実行 委 員会 や 支援 者説 明 会 、保 護者 説 明会

を実 施 し、支援 体 制 や保 護者 が 気 を付 け るべ き事

項 な どを協 議す る。 事業 終 了後 は参 加者 や保護 者 、

支援 者 を交 えて反 省会 と交 流会 を実 施 して いる。

このよ うに、 「ふる さと学寮」 を実施す る ことで 、

各校 区の社 会 教育 施 設 を拠点 と して、 四者 が 連携

を 図 りな が ら青少年 育成 を行 うこ とが できて い る。

図3「 ふ る さと学 寮」 反省 会の 様子

今後 、 「ふ る さ と学 寮 」 を さ らに展 開 して い く

あた り、① 事業 へ の理 解 を広 め る こ と、②参 加 対

象 を中学 生 ま で拡大 す る こと、 の2点 の課題 に取

り組 む ことが必 要 で あろ う。

まず 、① につ いて は、 まだ 事業 を始 めた ばか り

の校 区や 未 実施 の校 区が多 いた め、 参加 者 と支 援

者 を確 保 に苦慮 して いる 校 区 も多 い。 「ふ る さ と

学寮 」 の効 果 につ いて 、調 査 ・研 究 を行 い、そ の

意 義 を整 理 し、地域 住 民 へ事 業 に対 す る理解 促 進

を 図 って い か な けれ ばな らな い。 ② につ い て は、

現 在 は主 に小学4年 生 か ら6年 生 を対象 と して い

るが 、 中学 生 まで拡 大 す る こ とでよ り幅 広 い異 年

齢 集 団 での活 動 が実 現 し、 中学 生の リー ダ ー と し

て の 自覚 を促す こ とが で き る。そ の た め に も、 中

学校 と地域 との連携 強化 が必 要 であ る。

そ の うえ で 、 「ふ る さ と学 寮 」 だ け で な く、 各

校 区にお いて よ り良 い社会 教 育活 動 を実 現 して い

くた め には 、社 会教 育 推進 員 に対 す る研 修 も充 実

させ る必 要 が あ る。伊 佐 市で は年 に2、3回 、 推

進 員 へ の研修 機 会 を設 け て いるが 、 よ り良 い社 会

教 育 活 動 の 実施 に は、 推 進 員 の企 画 力 、運 営 力、

調 整 力 の育 成 は重 要で あ る。 さ らに、推 進員 な ど

社 会 教育 活 動 の指導 者 ・支 援 者 に対 して 、適 切 な

助 言 や指 導 が行 え る よ うに、 社会 教 育主 事 を配 置

す る ことは非常 に重 要 な課題 で ある 。

7.お わ りに

以 上か ら、鹿 児 島県 伊佐 市 の社 会 教育 行 政 の行

う 「ふ る さ と学 寮 」 の実践 と、そ れ に 関わ る社 会

教 育 主事 職 員 のふ り返 りを基 に した 力量 形成 の分

析 を行 った。

学 校 と地 域社 会 の連 携 ・協 働 は、 それ ぞ れ の地

域 の特徴 に沿 って 、地 域 コーデ ィネー ターや コ ミュ

ニテ ィ ・ス クー ル が学 校 と地 域 の 中間組 織 として

位 置 付 くこ とで、 よ り地域 住 民 の参 画が 進 む と言

え る。 しか し、社会 教 育 にお け る家 庭教 育支 援 と

して の学 校 と地 域社 会 の連 携 につ いて は、今 後 の

検 討 して ゆ く課 題 と いえ るだ ろ う。

本研 究 にお け る 「ふ る さ と学寮 」 の実 践 は、 教

育 的 機能 を担保 した公 民館 と して の位 置 付 け を再

認 識 す る と とと もに、 学校 ・家庭 ・地域 社会 のそ

れぞ れ の教 育性 につ いて理 解 しつつ 、三 者 の課 題

点 を補完 す る コー デ ィネ ー ト能 力が 社会 教育 主 事



職員 に必 要で あ る。

特 に、伊 佐 市 のよ うに、 少子 高齢 化 が進 む地 域

に と って、 地域 の教 育 力 を高 め る ため に は、 学校

と地 域社 会 の連 携 の みな らず 、 地域 を担 う親 の世

代 の教 育支 援 を含 め る こ とで地 域課 題 として の地

域活 性化 問題 につ い て も同時 に考 えな けれ ば な ら

な い。地 域 活性 化 と地 域 の教 育 力 と い う2つ の側

面 を持 つ社 会 政策 と して 、社 会 教育 主事 職 員 の 力

量形 成 が促 進 す るた め の地域 間 を超 え た総 体 的な

地域 政策 の必 要が あ る と言 え る。
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